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福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
の
助
成

　

高
齢
者
ま
た
は
障
害
者
の
社
会

参
加
の
促
進
や
通
院
等
に
利
用
し

て
い
た
だ
き
、
健
康
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
タ
ク
シ
ー

の
利
用
料
の
一
部
（
基
本
料
金
）

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

利
用
対
象
者

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級
、
療

育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
１
～
３
級
を
お
持
ち
の
人

お
よ
び
満
80
歳
以
上
の
人

交
付
枚
数

 

・
人
工
透
析
患
者
…
…
年
間
48
枚

 

・
身
体
障
害
者
等
…
…
年
間
24
枚

 

・
満
80
歳
以
上
…
…
…
年
間
24
枚

内
容

　

町
内
の
タ
ク
シ
ー
業
者
を
利
用

し
た
場
合
に
限
り
、
基
本
料
金
を

助
成
し
ま
す
。

福
祉
タ
ク
シ
ー
、
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
費

の
助
成
申
請
の
受
付
を
始
め
ま
す

　

令
和
８
年
４
月
以
降
、「
福
祉
タ
ク
シ
ー
」「
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
費
」

の
助
成
制
度
を
利
用
す
る
場
合
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

４
月
以
降
も
引
き
続
き
利
用
を
希
望
す
る
人
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
利
用

を
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
利
用
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
現
在

ご
使
用
中
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
、
は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
料
金
割
引
証
は

４
月
以
降
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
）

有
効
期
限

　

４
月
１
日
～
令
和
９
年
3
月
31
日

申
請
手
続
き

○
場
所

　

各
総
合
支
所
・
出
張
所
、
福
祉

課
（
た
ち
ば
な
ケ
ア
プ
ラ
ザ
内
）

○
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

 

・
身
体
障
害
者
手
帳　

 

・
療
育
手
帳　

 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　

は
り
・
き
ゅ
う
等
施
術
費
の

助
成

　

老
後
の
生
活
と
心
身
の
安
定
を

図
り
、
健
康
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
あ
ん
摩
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
・
指
圧
・
は
り
・
き
ゅ
う

の
施
術
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制

度
で
す
。

利
用
対
象
者

　

満
65
歳
以
上
の
人

交
付
枚
数

　

最
大
で
年
間
48
枚
（
1
カ
月
4
枚
）

内
容

　

町
の
指
定
す
る
施
術
所
で
、
は

り
・
き
ゅ
う
等
の
施
術
を
受
け
た

場
合
に
、
１
回
に
つ
き
、
１
術
の

場
合
に
７
０
０
円
、
併
術
の
場
合

に
８
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

有
効
期
限

　

４
月
１
日
～
令
和
９
年
3
月
31
日

申
請
手
続
き

○
場
所

　

各
総
合
支
所
・
出
張
所
、
福
祉

課
（
た
ち
ば
な
ケ
ア
プ
ラ
ザ
内
）

※�

4
月
か
ら
ご
利
用
に
な
り
た
い

人
は
、
３
月
12
日
㈭
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課 

民
生
福
祉
班

　

☎
０
８
２
０
（
77
）
５
５
０
５

「
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
生
活
応
援
給
付
金
」
の

ご
案
内
を
世
帯
主
の
人
へ
お
送
り
し
ま
す

　

国
の
「「
強
い
経
済
」
を
実
現
す

る
総
合
経
済
対
策
」（
令
和
７
年
11

月
21
日
閣
議
決
定
）
の
趣
旨
を
踏

ま
え
、
簡
素
な
仕
組
み
で
迅
速
か

つ
的
確
に
家
計
へ
の
支
援
を
行
う

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
生
活
応

援
給
付
金
事
業
が
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

対
象
者

 

・�

給
付
対
象
者
は
、
基
準
日
（
令

和
８
年
１
月
27
日
）
に
お
い
て
、

周
防
大
島
町
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
い
る
人

 

・�

受
給
権
者
は
、
周
防
大
島
町
の

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
人
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

給
付
額

　

６
千
円

　
（
給
付
対
象
者
1
人
に
つ
き
）

申
請
方
法

⑴
郵
便
申
請
方
式

　

�

世
帯
主
宛
て
に
郵
送
さ
れ
た
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、

確
認
書
類
を
貼
り
付
け
て
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
電
子
（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
）
申
請
方
式

　

�

世
帯
主
宛
て
に
郵
送
さ
れ
た
申

　

�

請
書
に
同
封
し
て
い
る
記
載
例

に
あ
る
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み

取
っ
て
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
り
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶
窓
口
申
請
方
式

　

�

世
帯
主
宛
て
に
郵
送
さ
れ
た
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、

確
認
書
類
を
貼
り
付
け
て
、
各

総
合
支
所
・
出
張
所
の
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

給
付
方
法

　

原
則
と
し
て
、世
帯
主
（
申
請
者
）

本
人
名
義
の
銀
行
口
座
へ
の
振
り

込
み
に
よ
り
行
い
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
郵
送
書
類
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※�

物
価
高
騰
支
援
第
２
弾
と
し
て
、

町
民
一
人
あ
た
り
１
０
０
０
０

円
分
（
５
０
０
円
×
20
枚
）
の

商
品
券
の
配
布
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た

ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
（
担
当
課　

商
工
観
光
課
）

問
い
合
わ
せ

　

政
策
企
画
課 

地
域
振
興
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
７


